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担当：徳野

　＜ＶＯＬ．49より引用＞
　　どんな内容？・・・前期と比べ雇用者を増やした事業者には増えた人数×20万円の法人税額を控除します

　　要件は？・・・   ①前期と比べ雇用保険一般被保険者数が1割以上増加し　なおかつ　その人数が2人以上であること

　　　　　　　　　　  　②　　　〃　　  支払給与の増加が一定額以上あること
　　　　　　　　　　　  ③前期および対象期間中に事業主都合による離職がないこと
　　　　　　　　　　　  ④青色申告の承認をうけた法人及び個人であること
　　　　　　　　　　　  ⑤公共職業安定所の長に雇用促進計画の届出を行うこと
　
　　留意点・・・①控除額は税額の20％が限度です 　　　　 ②資本金が１億円を超える大法人は内容と条件が多少異なります

早々に夏の旅行に行って
きました。夏の楽しみが
なくなっちゃいました・・・

担当：福田

担当：杉山

● フェイスブックはじめました
先日、遅ればせながらフェイスブックはじめました。ミクシィさえやっていなかった私にとっては、
本当に未知の世界でしたが、入ってみるとすぐに知人・友人とつながれました。大学の同窓会の
掲示板としても使えそうです。今のところ、もともとの知人・友人とのつながりのみですが、知らな
い人とのつながりも出来ていく予感がします。まだの方、やってみませんか？

● 人生で大切な１０曲
先日NHKの「ミュージックポートレイト」という番組を見ました。今井美樹さんと作家の村山由佳さんが出て
いて、それぞれの人生で大切な10曲を選ぶとしたら、どんな曲を選ぶか？　何故、その曲を選んだのか？
初めて感動した曲、初恋の頃に好きだった曲、もう一度聴きたい思い出の曲など、ゲストの2人が「これま
での人生で大切な10曲」を持ち寄るという番組でした。お二人に特に興味があったわけではないのです
が、興味深くみました。
・ 音楽の出会い　・思春期の憧れ　・青春の影　・自分探し　・運命の出会い
・ 決別　・40代の再生　・今の自画像　・人生の最後に聴きたい曲
 
あなたなら、どんな曲を選びますか？そしてその理由は？　夜、ゆっくり観るのによい番組でした～♪

◆海外でニーズ高まる団塊世代
　
最近アジア各国で日本人向け求人を掲載しているウエブサイトにシニア層を求める情報が多くなっているようで、
特に従来は求人の年齢上限が50代後半だったのが最近は60代も珍しく無いそうです。
また、職種も工場勤務だけでなく、小売や外食などサービス業全般でも求人が増えているようです。
特に国内外の企業からアジアで働く人材として注目を集めているのが1947～49年に生まれたいわゆる
'団塊の世代'で、背景には、やりがい重視、低いコスト、高度な専門性を持っている等があり、ノドから手が
出るほど欲しい人材のようですが理解出来ますね。
昨今海外勤務を敬遠しがちと言われる"草食系"の若年層と比較して、団塊世代は総じて'肉食系'だそうで、
即戦力として、期待されています。
私も団塊の世代に入りますのでこうした情報を耳にするととても嬉しく、
また、頑張って欲しいとエールを送りたいです。
懸念されるのはこうした事によって国内のノウハウがどんどん海外に流れてしまう事です。
国内企業は製造業に限らず常に先行して開発、改善、設備投資等していかないと
いけない事になるので大変ですね。

◆税務情報　23年税制改正　新設
雇用促進税制の新設が決まりました
ＶＯＬ．49税務情報でご紹介しました雇用促進税制が6/22に成立し6/30に公布されました。

平成23年4月1日から平成26年3月31日の間に開始する事業年度に適用できます。個人事業主の場合は平成24年1月1日から
平成26年12月31日の間の各暦年に適用できます。

要件として「公共職業安定所の長に雇用促進計画の届出を行うこと」とあります。具体的には事業年度開始の日から2カ月以内に

所轄のハローワークに雇用促進計画を提出する必要があります。（ただし、ハローワークの受付開始が8月1日からのため、事業年度

開始が平成23年4月1日から同年8月31日までの場合は特例措置として提出期限は10月31日となります。）

雇用促進計画の様式や制度の詳細については厚生労働省ＨＰのトップ画面右上で『雇用促進税制』と検索し、1件目をクリックしてみてください。

　　平成23年8月8日

　徳野会計事務所

　〒530-0041
　大阪市北区天神橋2-3-8
　　　　　ＭＦ南森町ﾋﾞﾙ３階
　TEL：０６－６８０９－２２０５
　FAX：０６－６８０９－２２０６
URL：http://www.ft-tax.com/
mail:info@ft-tax.com
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先日、黒部ダムに行ってきました。

トロリーバスに乗って長い長いトンネルを
抜けると素晴らしく雄大なダムの姿に圧倒されました。
夏の間行われている大迫力の観光放水では、
水しぶきが舞い上がり、美しい虹がかかっていました。

黒部ダムといえばNHKの「プロジェクトX」を思い出し
ますが、戦後の高度経済成長を支えた
このダム建設には想像を超えるドラマがあっただろうと
胸が熱くなりました。
この建設によって１７１名の方が命を落としておられる
との事です。

今ある豊かな生活に感謝しつつ、黒部を後にしました。

１．昔実際にあった税は？
A．かえる税　B．なめくじ税　C．かたつむり税

２．相続税が日本で始まったのは何のため？
A．日露戦争　B.日清戦争　C．第二次世界大戦

３．税務署を表す地図記号は？

A．￥　　　　B．　　　　　　　　　　C．

◆スタッフより 担当：赤松
担当：久美

◆税務クイズ

１．Aのかえる税
中世フランスで、かえるの鳴き声に悩まされた領主のために、
領民が交代で沼をたたいて、鳴くのを止めたのだそうです。
お金ではなく、労働で納める税にあたります。領民もかえるも大変ですね。
２．Aの日露戦争
日露戦争の戦費をまかなうことを目的に、1905年1月に生まれました。
当時の時代を反映し、軍人の戦死については税免除とされていました。
３．Bが正解
税務署は、お金を扱います。昔は電卓などがなかったので、そろばんを
使ってお金の計算をしていたため、そろばんのタマと軸の形を表している
記号です。ちなみに、Cは裁判所を表します。

◆小規模企業共済制度を使った節税対策
「小規模企業共済制度」は小規模企業の個人事業主が事業をやめたり、会社等の役員が役員を退任した場合などに、
それまでの掛金をもとに共済金が支払われる独立行政法人中小企業基盤整備機構（国が全額出資）が運営する共済制度です。

■掛金は全額、年末調整、確定申告で所得控除
　　　掛金は全額（1年以内の前納掛金もＯＫ）が「小規模企業共済等掛金控除」として、その支払った年の所得から控除でき、
　　　所得税と住民税が節税できます。　掛金が 高月額の7万円で年間84万円の場合、仮に所得税率20％、住民税率10％、
　　　合計30％の税率の方ですと84万円×30％で年間252,000円の節税となります。

■共済金の受取は税務上有利な退職所得又は公的年金等の雑所得扱い
　　　個人事業の廃止や会社等の解散、役員の退任等の一定の事由による共済金の受取りは、一時払い、分割払い又は
　　　一時払いと分割払いの併用が選択できます。　一時払い共済金については退職所得控除が受けられる退職所得として、
　　　分割払い共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。　ただし、任意解約の場合には一時所得となります。

■毎月の掛金　　1,000円から70,000円までの範囲内（500円刻み）で自由に選択できます。加入後、増・減額ができます。
■加入できる方　　○常時使用する従業員が20人以下（商業・サービス業では5人）の個人事業主（共同経営者を含む）又は会社の役員
　　　　　　　　　　　　○常時使用する従業員が20人以下の企業組合、協業組合、一定の農事組合法人の役員
　　　　　　　　　　　　○常時使用従業員が5人以下の士業法人の社員

■借入も可能　　一定の資格者には、掛金の一定の範囲内で事業資金等の借入を受けることができます。
　　　　　　　　　　　　　　　　詳細は中小機構ホームページ（http://www.smrj.go.jp/skyosai/）をご覧ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご不明な点等ございましたら、弊社又は担当者までお気軽にお問い合わせご相談ください。
担当：池田

◆税務スケジュール

皆様、エクセルを利用して多種の管理帳簿を作成されていると思います。
　　　　　例　：　勤務表　・　売上表　・　在庫表　・　顧客リスト　ｅｔｃ．
どの管理帳簿にも、必ずといって良いほど数字が入っています。　この数字の単位を自動で表示させることが出来る
のですが、御存知でしょうか。
　設定例：「円」を自動で表示させる場合
　　① 単位を表示させたいセルを選択した状態で、「右クリック」→「セルの書式設定」を選択。
　　② 「表示形式」の「分類」の中から「ユーザー定義」（一番下）を選択して、右側の「種類」のところに「0円」と入力。
　　設定は以上です。　　あとは、セルに数字を入力すると、自動で単位（円）が表示させるようになります。
ユーザー設定の中には「種類」がたくさん登録されていますが、自分で追加することが出来ますので、ぜひ御利用ください。

担当：岡村

担当：岡村

◆ Ｅｘｃｅｌでセルに自動で単位を表示させる方法

8月10日（水）
　　・7月分　源泉所得税の納付
　　・7月分　住民税の納付（特別徴収）

8月31日（水）
　　・6月決算法人　確定申告
　　・12月決算法人　中間（予定）申告
　　・個人事業者　消費税中間申告
　　　　　振替納税の場合は9/28（水）引落
　　・7月分社会保険料
　　・個人事業税　第１期分納付
　　・個人住民税　第２期分納付




